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〔開議 午前１０時００分〕 

議長（濵中佳芳子議員） おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 最初に議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に入

ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第２号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、７

番、村田幸隆議員、８番、仲明議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第７２号「尾鷲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の制定について」から、日程第２８、議案第９９号「令和元年度尾

鷲市水道事業会計補正予算（第２号）の議決について」までの計２７議案を一括

議題といたします。 

 ただいま、議題の２７議案につきましては、既に提案理由の説明は終わってお

りますので、これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、通告順に従い、これを許可いたします。 

 最初に、１０番、南靖久議員。 

１０番（南靖久議員） おはようございます。 

 それでは、質疑通告に従いまして、議案第９５号「令和元年度尾鷲市一般会計

補正予算（第６号）の議決について」及び議案第９８号「令和元年度尾鷲市病院

事業会計補正予算（第２号）の議決について」、計２議案についての質疑をさせ

ていただきます。 

 まず最初に、議案第９５号、一般会計補正予算書３ページの第１表、歳入歳出

予算補正の歳入１６款財産収入、第２項財産売払収入、補正額３,５６５万円に

ついては、さきの議会運営委員会や全員協議会の中で、執行部のほうから、元第

３保育園と元第４保育園の幼稚園の敷地売却予定の額の計上だと説明をされてお

ります。 

 また、今回の予算計上は、たしか６月定例会において、元保育園を売却予定地

として、財産管理費として測量、登記手数料、不動産鑑定料等のため、約３００

万円ほど計上され、不動産鑑定を踏まえた適正な売却価格が今回提示されたもの
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と考えております。 

 よって、今回財産収入として計上されております３,５６５万円の予算の内訳

根拠の説明を求めたいと思います。 

 次に、用地と関連いたしまして、同じく一般会計補正予算歳出の予算書４５ペ

ージ、７款６項住宅費、公営住宅維持補修費、役務費の中で、登記手数料２５３

万９,０００円、この予算計上にも、既に行政常任委員会のほうで説明を受けて

おりますが、今回、尾鷲市が売却を予定している市営住宅の手数料だと理解をし

ておりますが、今回、この売却予定地の場所と面積等をお示しいただきたいと思

います。 

議長（濵中佳芳子議員） 財政課長。 

財政課長（岩本功君） それでは、まず、私のほうから土地建物売払収入３,５６５

万円の積算根拠について御説明を申し上げます。 

 まず、旧第３保育園につきましては、地積が１,１７２平方メートル、１平方

メートル当たりの不動産鑑定額が２万７,３３７円となっており、土地の評価額

としては３,２０３万８,９６５円でございます。ここから、公共建築工事積算基

準により算出した建物撤去費１,２２６万５,０００円を差し引き、売却に当たっ

て要した経費である不動産鑑定手数料３５万１,０００円をプラスした２,０１２

万円が売却見込み額でございます。 

 次に、旧第４保育園につきましては、地積が１,１９０平方メートル、１平方

メートル当たりの不動産鑑定額が２万３,５８２円となっており、土地の評価額

としては２,８０６万２,５８０円でございます。ここから同様に建物撤去費１,

２８５万５,７００円を差し引き、不動産鑑定料３２万５,０８０円をプラスした

１,５５３万円が売却見込み額でございます。 

 したがいまして、予算額といたしましては、旧第３保育園分２,０１２万円と、

旧第４保育園分１,５５３万円を合わせた額である３,５６５万円を計上させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

議長（濵中佳芳子議員） 建設課長。 

建設課長（高柳伸浩君） それでは、私のほうから市営住宅の売却に係ります歳出に

ついて説明させていただきます。 

 御質問の第７款土木費、６項住宅費、１目住宅管理費、１２節役務費について

でございますが、登記手数料２５３万９,０００円といたしまして、８月の行政
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常任委員会においても御説明をさせていただきましたが、売却を検討している市

営住宅の敷地の中で、広報及びホームページで周知をさせていただいた結果、問

い合わせ等があり、一定の応募が期待できる新田団地につきまして、公募による

売却に向けた測量及び登記手数料等の経費を計上させていただくものでございま

す。 

 面積につきましては、今回売却を検討している物件といたしましては、概算の

面積ではございますが、１６４平米から４８５平米、坪数に直しますと５０坪か

ら１４７坪の４区画、合計でいきますと１,０９４平米、３３１坪の売却を進め

ていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） 先ほどの財政課長の説明で、第３保育園については一応平米

当たりの単価も言われ、建物の撤去費やに第３も第４も約１,２００万円少々が

要るということで、やはり建物も含めて売ったほうが売りやすいのかなというよ

うな私は感じもするんですけれども、１点気になる点は、例えば第３保育園は津

波浸水域の中に建てられておるということで、平米単価２万７,３３７円という

説明がありました。それに比べ第４保育園は駅裏にある保育園ということで、今

の説明では２万３,５８２円ということで、津波浸水域の第３と比べ、若干の誤

差があるんですけれども、僕、素人的に考えて、津波浸水域をクリアされておる

第４保育園のほうが、やはり評価額でも高く見積もってもいいんじゃないかなと

いうような、そういった自分自身の考え方があるんですけれども、不動産鑑定に

よると、いろんなもろもろのことがあってこういった数字が出されたんですけれ

ども、特に津波浸水域の第３保育園のほうが第４に比べて高い査定をされたとい

う、その大きな理由というのは、どういったわけですか。その説明を求めます。 

議長（濵中佳芳子議員） 財政課長。 

財政課長（岩本功君） 不動産鑑定額の積算でございますけれども、不動産鑑定によ

りますと、評価の中で補正がかかります。第３保育園の場合は角地にあるという

ことや、あるいは、隣接の道路が幅員８メートル以上ということで、プラスの補

正がかかるということもあります。 

 それと、第４保育園の場合は、隣地との段差があること、それから、若干不整

形であることなどからマイナスの補正がかかっております。 

 以上のような理由により、第４保育園のほうが若干安い価格になっておると理
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解しております。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） 第３保育園のほうは、津波浸水域を勘案せんと考えていくと、

角地にあって道路に面した敷地内ということで、やはりある程度の数字が出るの

かなということは理解するんですけれども、いかんせん段差、第４のほうについ

ては、とりあえず出入り口の道路についてもそう広くないということは理解して

おるんですけれども、この不動産鑑定では、そうなっていくと、津波浸水域、浸

水域外の査定というのは関係ないわけなんですか。それだけお聞かせ願います。 

議長（濵中佳芳子議員） 財政課長。 

財政課長（岩本功君） 津波浸水域ももちろん勘案されますけれども、第３保育園の

場合はその敷地が高くなっているということで、そこはマイナス補正はかかって

おりません。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） そういったことで理解はさせていただいておるんですけれど

も、実際予算を上げたということは、当然、入札に対して応札される方がおられ

ると思うんですが、そういった見込みがあっての予算だと思いますし、先ほど予

算の数字なんですけれども、第３保育園で２,０１２万円、第４保育園で１,５５

３万円という説明なんですけれども、最終的にこれが一般競争入札の最低価格で

あると理解してよろしいですか。 

議長（濵中佳芳子議員） 財政課長。 

財政課長（岩本功君） 議員おっしゃられたとおり、先ほどそれぞれの売却価格見込

み額を申し上げましたけれども、その価格が最低売却価格ということで御理解お

願いします。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） 建設課長の新田用地のことなんですけれども、とりあえず市

民からの問い合わせがあり、５０坪から１７０坪の４区画になるわけなんですけ

れども、１７０坪の区画というのは、ちょっと市営住宅の割りにはでかいように

思うんですけれども、特に何かあったんですか、この１７０坪の区画については。 

議長（濵中佳芳子議員） 建設課長。 

建設課長（高柳伸浩君） １４７坪というのが一番大きな区画です。申しわけござい

ません。 

 それで、一応区画をどのように設定するかということで、いろいろ検討させて
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いただいた中で、個人の方が購入を希望される住宅から、ある程度一定程度まと

まった区画も一定の需要があるのではないかということで、市営住宅の跡地をあ

る程度、区画を少しまとめたような形で設定したものが１４７坪というものでご

ざいます。 

 以上です。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） わかりました。 

 すなわち予算を上げるということは、最終的には売却価格も上げなければいけ

ないということなんですけれども、新田住宅の今後のスケジュールについて教え

ていただきたいと、わかっている範囲で。 

議長（濵中佳芳子議員） 建設課長。 

建設課長（高柳伸浩君） 今後のスケジュールにつきましては、今回、補正予算案と

して御承認をいただければ、本年度内に測量及び分筆登記を完了させるというこ

とと、市営住宅としての用途廃止手続を行いまして、普通財産へ引き継ぎを、移

管していきたいというふうに考えてございます。 

 また、来年度には不動産鑑定を実施した上で、公売手続というものを進めてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） ありがとうございます。よくわかりました。 

 最後で、若干関連して、前も６月定例会の質疑の中で出されたと思うんですけ

れども、中央駐車場、尾鷲の市街地のど真ん中にある中央駐車場がもう見るから

に本当に見にくい、暗い、危ないというか、もう朽ちていくような感じがするん

ですけれども、僕は、早くこれのほうも対応すべきではないのかなと思うんです

けれども、関連してなんですけれども、できる範囲と、それと、旧野地用地、そ

の後、どのような感じで考えておられるのか、この２点だけ、財政課長のほうに

質問いたします。説明を求めます。 

議長（濵中佳芳子議員） 財政課長。 

財政課長（岩本功君） まず、中央駐車場でございますけれども、ここにつきまして

は、社会福祉協議会さんのほうから購入希望があるということで、それを含めて

検討したいということで、以前、委員会のほうで申し上げたんですけれども、そ

の検討の結果、市の財政状況にも鑑みまして、一旦公売の方向で進めたいと思っ
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ております。今回、議会のほうにおいてそういった方向性を説明させていただい

た後に、ホームページや広報で周知を行って、売却が見込めると判断できれば、

測量、鑑定等の費用を計上して、できれば来年度中に入札執行まで持っていけれ

ばと考えているところでございます。 

 あと、旧野地乳児保育園でございますけれども、ここにつきましては測量が終

わっておりますので、先ほどの新田住宅と同様に、来年度の当初予算に不動産鑑

定手数料を計上させていただきまして、来年度の夏、８月ごろを目途に入札執行

を行っていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） ありがとうございます。 

 一般補正のほうはそれで終わって、次に、議案第９８号、病院事業会計の補正

予算について、３点ばかお尋ねをいたしたいと思います。 

 予算説明書の１ページ、病院事業収入、１款１項医業収入補正減５,９２８万

１,０００円は、４ページの予算説明書では、入院収入増２,６０１万２,０００

円から外来収入減８,５２９万３,０００円を差し引いた額で、それぞれ計上され

ている補正予算の積算根拠を、まず明確にお示しをしていただきたいわけなんで

すけれども、先般の地元新聞で、ある程度詳しく詳細に記載されておりましたの

で、大体のことは理解しておられるんですけれども、せっかくの質疑の場を与え

ていただいたということで、再確認をする意味でお聞かせを願いたいと思います。 

 それと、同じく１ページの病院事業費用減２億４,６４７万１,０００円につい

ても、説明書では給与費の減８,８６９万円と、薬剤減１億４,５００万３,００

０円等の減によるものですが、これらについてもあわせて説明を求めます。 

 また、今回の補正予算を踏まえて、当初予算では１億７,８９４万５,０００円

の純損失が見込まれていましたが、今回、２号補正により予定損益計算書では、

当年度純利益８６３万２,０００円と、多少の経営努力もあり、赤字から黒字へ

と大幅に改善されたことは、人口減が著しい当地域において大いに評価するもの

でありますが、果たして決算時においても今回の予算計上した予定損益計算書の

とおり黒字が見込まれるのか、一抹の不安が僕自身、持っておるんですけれども、

病院としての見込みについてもあわせてお尋ねをいたします。 

 それで、最後に、今回、補正予算計上により、当初予算で負債合計が資産合計

を上回るいわゆる債務超過が発生をしておりましたが、債務超過が改善されるこ
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とは大変うれしいことであり、しかし、依然として現金不足が続いております。

一時借り入れの経営が引き続き行われるものと理解をするところでありますが、

今後は、病院改革プラン等の経営の中で病院経営がなされるものと理解をし、一

時借入金についても完全解消をするめどが病院側として立っておられるのか、お

尋ねをいたします。 

議長（濵中佳芳子議員） 病院事務長。 

尾鷲総合病院事務長（河合良之君） それでは、病院事業会計の第２号補正予算の要

因について御説明いたします。 

 当初予算では１億７,８９４万５,０００円の赤字を見込んでおりましたけれど

も、今回の補正で、これを１億８,７５７万７,０００円改善し、８６３万２,０

００円の黒字を見込んでおります。 

 この要因につきましては、まず、収益面においては、入院収益において２,６

０１万２,０００円の増額となっており、その内訳といたしまして、地域包括ケ

ア病棟が３,９６０万８,０００円の増額、一般病棟が１,３５９万６,０００円の

減額となっております。 

 地域包括ケア病棟においては、入院料の施設基準の一つである在宅復帰率７

０％以上の基準の取得が、当初１０月を予定していたところ、５月から取得でき

たことなどにより、診療単価が３,８３７円アップしたことによる増額となって

おります。 

 一方で、一般病棟においては、内科で１日平均入院患者数が１５人増加したこ

とにより、１億５,７７４万円の増となりますが、これは、長期入院患者を、本

年４月に療養病棟から転換した地域包括ケア病棟ではなく一般病棟で入院をいた

だいたことによるものでございます。 

 なお、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた内科の１日平均入院患者数は、

当初見込みより７人減少の３,４７４万２,０００円の減となっております。 

 また、外科においては、手術件数の減少などにより５,２４０万４,０００円の

減、整形外科においては、回復期の患者を地域包括ケア病棟で入院いただいたこ

とにより、一般病棟での１日平均入院患者数が１２.５人減少し、９,８２１万２,

０００円の減となっております。 

 なお、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた整形外科の１日平均患者数は、

当初見込みより７.７人増加の１億２,３１８万９,０００円の増となっておりま

す。 
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 これらの要因により、一般病棟の合計は１,３５９万６,０００円の減額となっ

ております。 

 次に、外来収益におきましては、８,５２９万３,０００円の減額となっており

ますが、これは、主に院外処方を推進したことによる投薬収入の減によるもので

ございます。 

 一方で、費用面では、材料費が１億４,００５万３,０００円の減額となってい

ます。これは、院外処方に推進したことにより、内外用薬品費が５,６１２万３,

０００円減するとともに、外科の手術件数の減や高額薬剤の使用料が減になった

ことなどにより、注射薬品費が３,４９８万８,０００円、診療材料費が３,５８

６万７,０００円の減になったことによるものです。 

 また、給与費につきましては８,８６９万円の減額となっております。これは、

職員の中途退職等により、当初見込んだ職員数より７名の減となったことによる

給料の減２,４３３万５,０００円、当初予定していた小児科の常勤の嘱託医が不

在となったことによる賃金の減２,６３０万円及び特殊勤務時間外などの手当や

法定福利費について実績等を踏まえて精査したことによる減３,０５０万３,００

０円などによるものであります。 

 これらの収益費用の増減要因により、本年度の純損益は８６３万２,０００円

の黒字となる見込みであります。 

 また、決算見込みにおいても、本年度上半期と同様の患者数、診療単価を確保

できれば黒字決算を確保できるという見込みでありますけれども、１日平均入院

患者数が２人減少すれば２,３００万程度の減収になるというような状況もあり

ますので、今後の患者数など不確定要素はありますけれども、黒字決算となるよ

うに経営努力を続けてまいりたいと考えております。 

 次に、債務超過につきましては、当初予算では、令和元年度末に９,４５１万

円の債務超過となることを見込んでいたところでございますけれども、今回の補

正により収支改善が図れる見込みとなったことにより、令和元年度末の資本合計

額はプラス９,２９９万６,０００円となり、債務超過となることは避けられる見

込みとなっております。 

 次に、一時借入金の見込みにつきましては、当初予算では年度末の一時借入金

５億６,０００万円を見込んでおりましたけれども、今回の補正において収支改

善が図られたことにより、当初見込みより２億１,０００万円減の３億５,０００

万円を見込んでおります。今後につきましては、新改革プランの見直しの中間案
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に掲げた取り組みを実行していくことにより、一時借入金の解消を目指していき

たいと考えているところでございます。 

議長（濵中佳芳子議員） １０番、南議員。 

１０番（南靖久議員） 的確に質疑に対する答弁をいただきました。 

 ただ、今の事務長の説明の中で若干気になるなという点が二、三点あったんで

すけれども、特に今回の黒字経営に好転したというのは、主に地域包括、それに、

給与費の減、あと、薬剤の外部発注というんですか、そういったことが大きな要

因であったと理解するんですけれども、しかし、診療行為の中では、当然、人口

数の減もあるんですけれども、特に外科の手術がちょっと少なくなった点に及ん

で、薬剤のほうも減になっておるというのが、若干もう気になるわけなんですけ

れども、そういったことは、やはり入院患者の体質にもよりということで、高額

医療等がやはりいまだに北勢のほうへ偏っておるのかなという若干の思いを抱き

ながら事務長の説明を聞いたわけなんですけれども、細かい議論については常任

委員会のほうで委ねたいと思うんですけれども、やはり気になるのは、今回黒字

を上げた数字、８６３万ですか、決算時においても４けたの数字に上がっていく

よう、さらに改善努力をしていただきたいと思います。 

 これで質疑を終わります。ありがとうございました。 

議長（濵中佳芳子議員） 次に、４番、楠裕次議員。 

４番（楠裕次議員） それでは、通告に従いまして、議案第７５号「尾鷲市土砂等の

埋立て等の規制に関する条例の制定について」質疑いたします。 

 同条例第８条の１号で、許可要件の中に１,０００平方メートル未満または３,

０００平方メートル以上を何ゆえ当該条例の適用外にしたのか。 

 次に、県外の土砂及び改良土の搬入を規制する考え方はなかったのかどうか。 

 ３点目、埋め立て等の事業は比較的長期にわたるということから、災害が危惧

されることから保証金制度を導入しなかったのは何ゆえなのか。基本的には、第

４条で、土砂等の埋め立てを行う者の責務とはありますけど、責任と義務はあっ

ても、資力がなかったら、基本的に災害が起きたとき、誰が面倒見るのかという

こともありますし、最終的にはどこかの県ではないですけど、結局公費で対策を

しなきゃいけないという事例もあります。 

 実際に、これについては新聞でもどこでも公表はされていませんけど、こうい

う大きな課題について、この条例というのは、基本的に市の顔なんですよね。そ

の辺を踏まえて、市として条例をつくる以上は、市の顔として成り立つような自
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立した条例が必要じゃないかと思いますので、以上３点について基本的な考え方、

県がではなくて、基本的な考え方を回答してください。 

 以上です。 

議長（濵中佳芳子議員） 環境課長。 

環境課長（竹平專作君） 今の楠議員の質問、３点あったかとございますけれども、

私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、第１点の許可の要件の面積要件のことでございますが、基本的には、本

条例においては、今、県ではなくてということがございましたけれども、３,０

００平米メートル以上の大規模な土砂等の埋め立て等については、これは三重県

がその規制に関する条例の制定に向けて現在取り組んでいるところでございます。 

 本条例においては、この県条例の対象規模未満の埋め立て等について一定の制

限をするものでございます。災害の防止及び生活環境の保全のため、無秩序な土

砂等の埋め立て等が行われないよう三重県と連携し、この問題に取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

 二つ目といたしまして、県外土砂の持ち込みを規制の件でございます。 

 これにつきましては、県外からの建設残土の搬入を一律に禁止する行為につい

ては、これは営業の自由等の個人の財産権を過度に制限するおそれがあると考え

ております。 

 本条例においては、県外からの搬入土砂を一律に規制せず、搬入に当たって、

市民の安全等を考慮した許可条件を定めた許可制とすることなどにより、無秩序

な土砂埋め立て等の抑止を図っていくものでございます。 

 三つ目といたしまして、保証金等の件でございますが、これは確かに事業を履

行することが可能な相応の資力等を有しないものは、十分な防災対策や生活環境

の保全対策をせず、行為地を放棄するおそれがあるということでございます。 

 本条例においては、そういうことのないように申請者の資力に係る許可基準を

設け、申請時に許可の要件として確認をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

議長（濵中佳芳子議員） 楠議員。 

４番（楠裕次議員） 回答ありがとうございます。 

 面積要件なんですけど、確かに県のほうも条例案を出して、今、県議会のほう

で、検討されているということなんですけど、基本的に、先ほど言いましたけど、
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条例って県がつくったから、そこの部分を県に委ねるじゃなくて、やはり市とし

てしっかり自分たちでやっていくという自立性を持たないと、条例というのはあ

くまでも市の顔に、先ほども言いましたけど、顔になるわけですよね。 

 そういう点で、もう少しちょっと検討する必要があるんじゃないかなと、何で

も何でも県と似たようなものをつくったから県でお願いしますだったら、県の条

例も、たしか条例の最後のほうに、市町が定めた条例はそれに従うというような

項目が残されていると思うので、やはり尾鷲市として自立していくことが本来の

姿じゃないかなと思うんですよね。その辺はちょっと気になるところなので、再

度、これ、また委員会のほうで詳しく考え方を問います。 

 それから、あと、県外の土砂の搬入等について、今、経済活動にどうのこうの

と言いますけど、尾鷲市は残土で経済活動をやっているわけじゃないですよね。

全てにおいて経済活動ですよね。他府県も県外というのがあります。法律のどこ

に抵触するのか、その辺はちゃんと審査したのかどうか、それだけは回答してく

ださい。 

 次に、３点目に聞きました保証金制度については、これは、まだ実際、改修工

事をしているところがあるみたいですけど、やはり所在する行政庁で、公金を、

いわゆる税金を使って改修、あるいは保全対策をしている事例があるんですけど、

これは私、昨年の末からことしの年明けにかけて、ちょっと関係する市のほうに

調査をかけましたところ、やはり保証金制度を設けておかないと、後で財政の厳

しいところは相当苦労しますよと提案いただきました。 

 これ、保証金ですからね。もらったから使うわけじゃないんですよ。基本的に

は銀行に預けてもらって、一定期間、工事が終わって検査して問題なければお返

ししなきゃいけない、そういうお金ですから、市の収入になるわけじゃないんで

すよね。担保としていただくと、当面押さえてもらうということなんですね。 

 都市計画の２９条でも、一定の開発規模をやるときには、その造成事業、その

他の設備を埋設するとかというときについては、それだけの工事費プラスアルフ

ァがないと、普通、通常、許可はおりないんですよね。 

 そういうことを考えると、今回の埋め立ても、面積要件はともかく、事業をや

るのであれば、それなりのことをやっていただかなきゃいけないということは、

一番困るのは市民なんですよね。先ほど課長がおっしゃいましたけど、安心安全、

一番大事なところなんですよ。それを担保するには何かというと、責務の規定は

書いてあったとしても、どこまで審査をするのか。審査をする項目は、まだ規制
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する内容については、規則の内容はまだ見えていないので何とも言えないところ

ですけど、いずれにしても、この三つについて最低でも何かをやっておかないと、

結局首絞めるのは自分たちなんですよね。市民も困るし、職員の皆さんも困ると

思いますよ。実際に行政指導が始まるに当たってというところを考えたときに、

この三つのいずれか、または全てを対応として、市としての条例をしっかり構築

することが大切で、県がじゃなくて、県はあくまでも上級官庁ですから、助言指

導、監督もされますけど、いろんな面で協力はしてもらえるわけなんですよ。市

が単独で条例を持ったとしても、それは県の仕事ですから。だから、その辺を踏

まえて、もう少しちょっと条例の本来の考え方、条例の趣旨を、前書きにもあり

ますけど、それ以外に条例って何ぞやというところをしっかり議論して、理事者

とも調整してもらって、考え直してもらってもいいんじゃないかなというふうに

思います。詳細については、委員会のほうでいろいろまた細かく確認させていた

だきます。回答は不要です。 

 以上で終わります。 

議長（濵中佳芳子議員） 以上で通告による質疑は終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（濵中佳芳子議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております２７議案は、お手元の議案付託表のとおり、会

議規則第３７条第１項の規定により、それぞれ所管の行政常任委員会に付託した

いと思います。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（濵中佳芳子議員） 御異議なしと認めます。よって、議題の２７議案は、それ

ぞれ所管の行政常任委員会に付託することに決しました。 

 ここで、一般質問準備のため休憩いたします。再開は１０時４５分からといた

します。 

〔休憩 午前１０時３４分〕 

〔再開 午前１０時４５分〕 

議長（濵中佳芳子議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第２９、一般質問に入ります。 
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 発言通告書が提出されておりますので、お手元の一般質問表に従い、順次これ

を許可することにいたします。 

 抽せんの順序により、６番、三鬼和昭議員。 

〔６番（三鬼和昭議員）登壇〕 

６番（三鬼和昭議員） おはようございます。 

 本年５月に新しい御代となり、令和元年がスタートいたしましたが、早いもの

で師走となりました。 

 また、本年、巨星落つというか、暮れてなお命の限り蝉しぐれという名言を残

しております故中曽根総理が亡くなったということで、私、高校のＰＴＡの会長

をしておったときに、全国大会で講演を聞いたことがあって、政治家としても尊

敬に値する方が亡くなったということで、そういった年になったということです。 

 師走とは、この意味、由来、語源に諸説あるようですが、最も有名な説は、師

匠である僧侶がお経を上げるために東西をはせる月という意味の師はすだそうで

す。この師はすは、平安末期の色葉字類抄の説明によると、民間語源とされ、現

代の師走は、この説をもとに字が当てられたと考えられているようです。きのう、

ちょっと見ていて気がついたので、ほかにも、年が果てる、終わるという意味の

年果つがしはつに変化したという説もあり、万葉集のころからしはつと呼ばれて

いた説もあるようです。また、四季の果てる月を意味する四極を語源とする説、

１年の最後になし終えるという意味の為果つを語源とする説などもあるようです

が、１年で最後の冬となる師走の次は春の暦である睦月であるということから、

春を待つ月という意味合いから春待ち月とも呼ばれたそうで、市民の皆さんが尾

鷲に住んでいて幸福感を得られるまちづくりになるような春が来ることを願いつ

つ、一般質問を始めさせていただきたいと思います。 

 私の通告した質問事項及び要旨は、１番目として、おわせＳＥＡモデルについ

て、その要旨は、現在の取り組み内容について、二つ目として、おわせＳＥＡモ

デル協議会の今後のあり方についてでございます。 

 また、二つ目として、財政の見通しについて、見通しを公表したのであるから、

要旨としては、財政健全化策は立てられたのかでございます。 

 それでは、１番目の事項から質問を始めます。 

 西暦１９６４年、いわゆる昭和３９年７月に１号機が営業運転を開始、同年９

月には２号機が営業運転を開始し、１９８７年、昭和６２年６月に３号機が営業

開始、エネルギー供給基地として稼働し、あわせて地元経済発展に大きな役割を
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果たしていいただいてきた中部電力株式会社尾鷲三田火力発電所は、昨年、平成

３０年１２月に現存していた１号機と３号機が廃止されるプレスリリースがあり、

本年４月からは、尾鷲三田工業所として解体作業が始まっています。 

 この廃止についての報告は、昨年の２月に議会も平成３０年度、２０１８年度

内をもって廃止される旨の報告を受けており、その後、５月には、中部電力株式

会社との尾鷲三田火力発電所用地の活用検討に関する協定書の締結がされ、８月

には中部電力株式会社尾鷲商工会議所、そして、本市によるおわせＳＥＡモデル

協議会が三重県と三重大学をオブザーバーとして迎え、発足いたしました。 

 昨年の広報おわせ１０月号で、用地の有効活用について一般公募し、本年にな

って３月におわせＳＥＡモデルグランドデザインが示されたことを契機に、５月

には、加藤市長みずから市政懇談会で市民の皆さんに説明されています。 

 このおわせＳＥＡモデルのグランドデザインの標語にあるふるさとエネ・ルネ

サンスＯＷＡＳＥについては、過疎高齢化に悩むふるさと尾鷲を再生、再興を掲

げ、いま一度尾鷲を復活させるというコンセプトから始まり、各施策のイメージ

とともに、３者で部会を組織して取り組まれています。 

 議会においてもこのグランドデザインについて示されていますが、各施策のイ

メージ構想や各部会の取り組みについて、一応の報告は受けているくらいで、議

会は本会議の構成をなすメンバーでないことから、現在の取り組み内容の詳細は

わからず、当初に描かれたグランドデザインの工程的な進捗状況もわかっており

ません。 

 そこで、まず、プロジェクトＳ、Ｅ、Ａにおける各検討部会において何が決ま

ったのか、特にプロジェクトＳにおいては、グランドデザインに示されているよ

うに、項目の洗い出しと意見の集約から見えてきたものはあるのか、あるいは、

運営方法はどうなのか、また、プロジェクトＡにおいては、参画可能な企業は誘

致できているのか、グランドデザインで主として描かれている事業と関連して、

御説明を願いたいと思います。 

 また、プロジェクトＥについては、ふるさとエネ・ルネサンスＯＷＡＳＥのコ

ンセプトにある木質バイオマス発電、広域ごみ処理施設か得られる熱を中心とし

た地産地消エネルギーで新たな産業・サービスを創出するとしているにもかかわ

らず、広域ごみ処理施設の整備場所の選定を本協議会外の扱いとしてきたことか

ら、議会においても市民の皆さんにおいても理解しがたく、決定に時間を費やし

てしまっているのが現状でございます。 
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 このコンセプト事情から、木質バイオマス発電、広域ごみ処理施設の整備場所

が決まらないとゾーニングできないのではないのですか。これまでの検討場所も

一部残っているとはいえ、今となっては、発電所跡地、第１ヤード、第２ヤード

の３カ所によるトータル的なゾーニングは、この二つの施設整備場所が決まらな

ければ描けないのではと痛感いたしますが、今後の取り組みはどうされるのか、

お示しください。 

 あわせて、ゾーニングに関連して伺いますが、本プロジェクトに参画されよう

とする企業、あるいは広域ごみ処理施設整備においても、おわせＳＥＡモデル協

議会が描くゾーニングの中に割り当てようとしているのか、あるいは、企業から

のゾーニング提案も受け入れ検討されるのか、この点も御説明してください。 

 そして、おわせＳＥＡモデル協議会のあり方についてですが、まだ事業化も確

定していないのに早とちりかもしれませんが、ゾーニングが確定するころには、

それぞれの事業が決まるか、参画企業が決まることになります。 

 そこで、新たな問題として、用地の利用方法として有償なのか、無償なのかと

いう問題が生じてくるわけですが、この件は検討事項に入っているのですか。 

 本協議会のあり方として、このおわせＳＥＡモデルのグランドデザインとして

どこまで決めるのですか。明快な説明を求めます。 

 ２番目の質問事項は、財政の見通しについてでございます。 

 本年第３回定例会における行政常任委員会で、今後５年間の財政見込みが示さ

れました。本年度の当初予算をベースに基づき計上されていますが、次年度より、

毎年８,０００万円の収支改善を要するという報告でした。 

 本市には、一般会計、それに、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、公共

下水事業の三つの特別会計と、病院事業、水道事業の独立採算制を本分とする企

業会計があり、一般会計では、介護や福祉事業を運営する紀北広域連合と三重紀

北消防組合運営を維持しているわけですが、それぞれの会計を健全化するために、

本定例会においても、国民健康保険税条例の一部改正を加入者の方々に御理解し

ていただかなくてはならない現状でございます。 

 また、水道事業においても、健全経営のために水道料金とさせていただくこと

を、近い将来、市民の皆さんに御理解していただかなければいけない事態となっ

ていることは論をまたないのであります。 

 行政においては、財政調整基金等に余裕があれば他会計も支えられますが、本

市一般会議における経常収支比率は高く、なおかつ、十数年前から硬直化してお
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り、いわば固定経費の負担が多く、その中で新規のことをこつこつやってきたの

が現状ではございませんか。税収の低下も相まって、財政力指数もかなり低下し

てしまっております。いわば、財源不足とともに柔軟な財政運用ができないこと

も含めて財政の見通しを示したのですから、本格的な財政再建策を立てなくては

ならないのではと考えております。 

 特に一般会計における財政の見通し、そして、病院事業会計では新改革プラン

が見直されていますので、それらの整合性も含め、議論させていただきたいと思

いますが、まずは、経済のプロと称して行政運営に臨んできた加藤市長にトータ

ル的な財政再建策について所見を求め、壇上からの質問といたします。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、三鬼和昭議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、おわせＳＥＡモデルの取り組みについてであります。 

 現在、中部電力尾鷲三田火力発電所においては、一部の施設を残し施設撤去工

事が進んでおり、予定では２０２１年末までに完了する見込みでございます。 

 このような中、おわせＳＥＡモデル協議会におきましては、この撤去工事の完

了後に速やかに事業開始に着手できるよう、基本計画、実施計画の作成について

取り組んでいるところでございます。 

 議員御質問でありますプロジェクトＳ、Ｅ、Ａにおきましては、各プロジェク

トリーダーのもと、事業の可能性について鋭意検討を進めているところでござい

ます。 

 また、各プロジェクトのもとには、おわせＳＥＡモデル構想に対し興味を持た

れた多くの企業、機関からの問い合わせがあり、また、それぞれのプロジェクト

リーダーが直接の意見交換を実施し、事業進出や事業への支援を促しているとこ

ろであります。 

 このような中、プロジェクトＳにおきましては、市民の皆様からいただきまし

た貴重な御意見を中心に、釣り桟橋事業の事業性を初め、アクティビティー、教

育・スポーツ振興において、事業の可能性について検討を続けております。 

 次に、プロジェクトＡにおきましては、プロジェクトリーダーである尾鷲商工

会議所が陸上養殖、植物工場の誘致に向け、積極的に関係企業と接触し、意見交

換を交わしながら企業誘致活動を続けられております。 

 次に、プロジェクトＥにおきましては、木質バイオマス発電事業の実現に向け、
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木質チップ燃料の確保を初め、具体的な課題を解決するため、プロジェクトリー

ダーである中部電力を中心に、関係者との積極的な意見交換を実施しております。 

 また、広域ごみ処理施設につきましては、これまで建設予定地を発電所構内で

の整備を前提に進めていたところでありますが、中部電力から新たに用地活用の

推奨を受けたことから、当初予定していなかった新たな用地の活用を含め、５市

町で検討し直すこととなりましたので、その検討結果を受けて、協議会において

ゾーニングの慎重な検討が必要と考えております。 

 次に、跡地利用における有償、無償に関すること、また、運営方法に関するこ

とにつきましては、協議会において検討段階にあり、引き続き協議を重ねており

ます。 

 いずれにいたしましても、おわせＳＥＡモデル構想の実現により、人々が集い、

活気あふれる尾鷲になると確信しておりますので、市民の皆様、議員の皆様を初

め、関係者の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 次に、本市の財政状況につきましては、恒常的な財源不足の中、山積する行政

課題に対応すべく、必要最低限の予算編成を行ってきたところでありますが、市

民が明るく安心して生活できる活力あるまちづくりを目指し、新たな事業を展開

できる財源を創出すべく、昨年から財政再建委員会を立ち上げ、市議会、行政の

みならず市民の皆様にも御協力をいただきながら、財政再建に邁進してまいりま

した。 

 私自身といたしましては、本年度については、予算編成時における徹底した事

務経費の精査と、優先事業の選択により、若干ではありますが財政状況が好転し

つつあると感じているところでありますが、柔軟な財政運営というにはほど遠く、

まだまだ道半ばであると感じております。 

 現在もふるさと納税給付金の増大や遊休市有財産の売却等に取り組み、財源の

確保に努めているところでありますが、令和２年度予算編成、そして、５年間の

財政収支見通しを踏まえ、さらなる財源確保のため、私自身が陣頭指揮をとり、

再建策の実効性の検証を行いながら検討を進めているところであります。 

 また、病院事業会計との整合性についてでありますが、新改革プランの見直し

に係る中間案におきましては、市民アンケートにおいても地域医療体制の充実が

求められていることを踏まえた中で、高度医療機器の更新を実現したいとの考え

から、計画に盛り込んだものでございます。 

 しかしながら、これに伴い、一般会計の負担が増加することになりますので、
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病院事業会計においても一層の経費削減を進め、経営改善を図った上で、令和２

年度予算編成時には一般会計との整合をとり、最終的には、私が各会計の均衡を

鑑み、バランスを重視した予算編成を行いたいと考えております。 

 以上、壇上からの御回答を申し上げます。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） プロジェクト協議会の件について御説明をいただきましたけ

ど、そういう説明なので、もっと詳しく私は説明していただきたく、ゾーニング

のことであるとか、企業が入ったらとかということをお伺いしましたので、再度

そういった、参画企業としてはどういった業種の参画企業が議論されているのか、

あと、可能な事業としてどうなのか、また、アグリ、水産、農業においても、ど

ういった事業がクローズアップされているのか、せめてそういったことぐらいは

御説明願いたいと思いますが、いかがですか。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 壇上での質問でございましたので、概略だけ御説明させていた

だいたんですけれども、まず、ＳＥＡモデル協議会において、Ｓ、Ｅ、Ａ、この

分についての進捗状況、今、私が答えられる範囲内についてお答えさせていただ

きたいと思っております。 

 まず、アクア、アグリ、これにつきましては商工会議所がプロジェクトリーダ

ーとして、今、その推進に向かってやっているわけなんですけれども、商工会議

所だけじゃなくて、ほかからも、我々のところにもいろんな情報が流れてきたり、

いろんなやっぱりこれについて興味があるとかというのは、具体的に申しますと、

今考えられるのがアクア、アグリ、アクアと言えば水産の部分ですね。こういっ

たものにつきましては、今、案として出てきておるのは、陸上養殖的なものとか、

あるいは、まだこれが正式決定したわけじゃなくて、出てきている中身は、エビ

の養殖はどうなのか、サーモンの養殖はどうなのかというような話の中で、今、

商工会議所のほうで現地に行ったり云々にしながら煮詰めているところでござい

ます。 

 一方、農産のほうにつきましては、当然のことながら、農産と言えば果物、あ

るいは野菜、そういった工場ができるんじゃないかという、いろんな形のものを

いただいております。トマトの工場をしたらどうなのか、あるいは、亜熱帯の果

物、例えばバナナとか、あるいはパイナップルとか、そういうものの提案もござ

います。 
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 それを今、どういう形で整備していくのか、当然、ただ売るだけじゃなし、い

ろんな資金面をどうするのか、投資面をどうして、向こうの望みとか、これを一

旦集めまして、それを精査しているという状況でございます。 

 問題のＳのサービスの分でございますけれども、まず私の思いとしては、当初、

釣り桟橋は絶対やっていこうと、やりたいと、この思いはございました。当然の

ことながら、釣り桟橋、今の揚油桟橋を釣り桟橋化するということについては、

多額の投資、あるいは整備、修繕等々がかかると思います。その辺のところをど

うしていくのかというようなことの前に、釣り桟橋でつくったとしても尾鷲には

魚がいないじゃないかと、そういうお話を私、いろいろ聞きましたんです。 

 その中で、要するに釣れないものを釣り桟橋にしても仕方ないですから、とり

あえずはせんだって、うちの市役所のスタッフ、あるいは中部電力、商工会議所

等々のメンバーが、つい１週間か１０日ぐらい前に、要するに釣りの実態という

ことを確かめに行きました。私の記憶によると、４日間でアジが２５０匹ぐらい

釣れた。サビキできちんと竿を出せば、どんどんアジが釣れる。ほかに、チヌ、

クロダイとか、あるいはイシダイとか、種類はそんなに多くないんですが、結構

釣れたと。一番気になったのは６７センチのスズキが釣れたと、そういう形の中

で、まず、これは釣れるであると、ここが前提なんですよね。 

 これが釣れるということをクリアしたときに、あと、どういう形で釣り桟橋を

事業化していくかと、ここのところを今、中部電力、商工会議所と煮詰めておる。

特に中部電力との関係で、これは当然のことながら、投資面とか、今後の運営面、

それから、そういったものについて現在進行しているという話です。 

 今のところは、基本的には、Ｓの部分についてはいろんな提案がございます。

いろんな提案がございますけれども、それはこういうものをやったらどうか、要

するに開発プランナーのほうからこういうことやったらどうか、こういうことを

やりたいとかというようなお話がございます。 

 一つには、取り桟橋を、釣りを中心とした一つのリゾートということを考えな

がら、例えば、当初からあれしておりますキャンプ場のあれとか、あるいは、ホ

テルという案も出てきております。ただ、案も出てきておるんですが、それは一

切、まだこれからの話、精査するためには。 

 僕、一つは、市民の皆さんの御期待を、要するにドーム型のそういうものをつ

くったらどうかというようなお話もあるんですけれども、これについてはつくり

たいという気持ちだけです。今後どうしていくのかというのはこれからの話です。 
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 一方で、出ていくためには、具体的にはそういう話とか、今出ております提案

があったのについては、農産、水産等々のそういう第１産業から第２次、第３産

業、要するに加工しながら、それをどうやって６次産業化するかというような、

一つのテーマパーク的な、こういう提案もございます。 

 それを、中部電力跡地において、どういう形で、まずゾーニングをマイナーチ

ェンジしていくのかということも考えていかなきゃならない、あるいは具体的に

やっていかなきゃならないということで、今現状では、私が申し上げたのは、と

りあえずことしの９月までは、徹底的にやっぱりいろんなところのＳＥＡモデル

のグランドデザインをＰＲしながら、足で稼げというような話です。 

 それを９月が済んで、ある程度の十数社、２０社以上になったんですかね。逆

に相手さんから、いろんなホームページ等々も見ながら、それについてリアクシ

ョンがあるというような状況でありますので、今後はやはり、これをベースにし

ながら、基本的には、私が皆さん方に申し上げたいというのは、何とか来年の９

月までには、マスタープランの具体的な計画を、中核になる分についてはきちん

とやっぱり決めていかなきゃならないという気持ちでおります。だから、それは

早く、急がなきゃならないと思います。 

 そういう話の中で、今、ゾーニング計画というものについても、当然もう一つ、

この前、中部電力からの件もございました。要するに、中部電力のＳＥＡモデル

全体のバリエーションを含めた形の中で、広域ごみ処理施設を一つの第２ヤード

のほうにも提案しますと。そっちのほうについても、こっちへ行った場合はどう

いうゾーニングになるのか。今の現状に残った場合にはどういうゾーニングでや

るのか、そういうことも踏まえて、今、検討しているということでございます。 

 頻度については、もう毎週１回ずつ、今のスタッフ人が来ますし、我々として

も、それを受けた中で、１カ月に１回は必ずそれを精査するという、そういうＳ

ＥＡモデル協議会の会議を行って、協議を行っている、これが現状でございます。 

 以上でございます。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） 今回、一般質問にこのテーマを取り上げる契機は、ごみ焼却

施設と、それからバイオ発電というのが、現在の火力のメーン敷地というんです

か、そこでやるということなので、市民の方々から、緑化公園であるとか、スポ

ーツ公園という提案があったにしてでも、メーンのところに産業振興の絵が描か

れておるゾーニングがメーンでありましたよね。その土地も、この前、埋めたり
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するには費用がかなり十何億とかかるといったところも含めてという言葉を残し

ておりますけど、そのことを、第２ヤードなり第１ヤードなりというところにな

ると、大きく全体のグランドデザインのゾーニング自体が変わるのではなかろう

かということがありましたので、今回取り上げさせていただきました。 

 この中で、もう少し詳細にお伺いさせていただきますと、水産に関しまして、

本市におきましては、もう今は生産高も減ってきておりますけど、海面養殖でこ

の地域、全国でも優秀であって量も多いという歴史があるわけなんですけど、そ

ういった漁業地において、果たして陸上養殖がどうなのかということが１点と、

それと、東京でも問題がございましたように、火力跡地にそういった陸上養殖を

する場合の、そういった風評被害等も含めて、そういった施策的なものはどうな

のかっていうのが１点。 

 それと、農業に関しましては、本市におきましては、第１産業といっても漁業

と林業が盛んなところであって、お百姓さんというのかな、農家は極力少ない市、

特殊な農業をやっておる方もほとんどないような状態で、これは東紀州農業共済

なんかやって、その会議にもこれまで参加してきた中で、南紀のほうと紀北町に

比べると、本市においては農業、アグリについては、かなりやろうとする人が果

たしているのか、いないのか、先ほどトマトであるとか、バナナであるとかと言

っていただきましたけど、これは、最近は背広を着てもできるような農業ですけ

ど、こういったものをやる担い手も確保できるのかどうかということがあろうか

と思うんですけど、この今の２点についてお答え願いたいと思います。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 漁業の話の中での陸上養殖が、事業としていろんな安全面等々

によって、いろんなお話は聞いております。しかし、それも全てやっぱりそうい

うことをクリアにしなきゃならないと思っておりますので、ここでどうのこうの

というよりも、まずはやっぱり協議会に持ち出して、こういう話については、皆

さん、メンバーは全部わかっております。それが可能なのか否かということは、

これは検討はしていかなきゃならないと思っております。 

 もう一つは、アクア、アグリのアグリのほうのおっしゃっていました、例えば

の話、トマトの工場をつくるとか、亜熱帯の果物の生産工場をつくるとかという

ような話の担い手の話なんですけど、正直申しまして、私自身も、どこまでその

人たちに任せるのかというような、全部任せるのか、あるいは一つの事業体があ

って、事業体がつくり上げた一つの組織の中で、その一員として入ってくるのか、
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その辺のところはまだはっきりとしておりません。 

 ただ、その中身でこういうものをやろうやというような話の中で、あと、要す

るに、どんどん掘り下げながら検討していかなきゃならないと。 

 ただ、今現在では、結構な数のこういう申し出というのか、提案というのか、

こういうことをやったらいいじゃないかというようなものも出てきておりますの

で、その辺を一つ一つ精査しながら進めていきたいと。このあたりなんですね。 

 あと、詳細については政策調整課長から説明させますけれども、よろしゅうご

ざいますか。 

議長（濵中佳芳子議員） 政策調整課長。 

政策調整課長（三鬼望君） 先ほどの質問について、御説明を加えさせていただきま

す。 

 陸上養殖につきましては、やはりその事業自体をその事業者が行うというパタ

ーンを前提に今お話をいただいているケースがありますが、農業に関しましては、

やはり収益性の高い、そういう農業につきましては、その事業体が進出をして経

営自体に乗り組む場合と、あと、こちらでやる気のある農業者を募って、それに

ノウハウを教えていただいて、そういう事業者になっていただくケースと２パタ

ーンございまして、やはりやる気のある人材をどう育てていくか、どう見つけて

いくかというのも一つの課題となっているのが現状でございます。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） 今、ＩＮＧというか、そういう協議会の中でいろいろ話して

いる状態ですので、これ以上のどうだこうだというのはあれなんですけど、私と

しましても、やっぱり本市は漁業で町が潤ってきたというか、担ってきたという

時代がありますので、漁業につきましては、陸上養殖であれ、いろんな形であれ、

尾鷲のイメージづける、集客としてイメージづけるという中では、水産について

は期待しておる部分というものもありますので、できましたら新たな形の漁業を

常時していただきたいなと思います。 

 あと、果物であるとか、例えば甘いものであるとかって、我々も旅行に行くと

きに、そこへ行って、例えば体験したりとか、摘んだりとかというような形のあ

れであるとか、そこでとれたイチゴとあれでケーキづくりとかと、そういうのが

目当てであったところへ出かけるということは多いので、本市にもそういうのが

あれば、この地域にはそういったというのは、紀伊長島のほうではイチゴ狩りと

か、そういうのが、南紀に行くとミカン狩りかな、紀北町はミカン狩りとかイチ
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ゴとかあるんですけど、それがもう一つ、自分のオリジナルになるような、つく

ったりというのは、それは集客としてはいいのではないか、若い親子とか、そう

いうのにはいいのではないかというのがありますので、そういったものもできた

ら進めていただきたいなと思っています。 

 もう一つ、今、釣り桟橋のほうを、市長が行ってきました。私どもも知ったと

きに、あそこ、釣り桟橋だったらどうなるのかという、かなり釣りのファンの方

が多いのと、特に、この辺だと大阪、関西とか、愛知県、中京圏から尾鷲に魚を

釣りに来る方がたくさん、ＳＮＳを見ていても、ここで釣りをしたという人がか

なりいるので、釣り桟橋、上手に生かせるのであったら生かして欲しいなと思う

んですけど、釣り桟橋には解体するというのは前、説明があったんですけど、上

物というか、一応くいとかがあるわけじゃないですか。あれ、事業をしたときに、

一旦あれの所有とかどないなるんだ、自然のものであれ、全然、やっぱり老化し

ていくということがあるんですけど、協議会においては、それの所有とか、最後

に誰がきちんとするのかという、そういった議論も入って、現在で入っておるん

ですか、まだこれからなんですか、どうなんですか、その辺は。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 現状では揚油桟橋でしょうね、この揚油桟橋をどういうふうな

活用して、例えば釣り桟橋にするとかというような話は、今、積極的に協議をや

っております。 

 その中で一番問題なのは、何度もこういう話の中でいろいろ御質問された、あ

そこのところを例えば釣り桟橋にするんだったら、その費用はどうするのか、投

資はどうするのか、それを維持していくための維持費をどうしていくのか。当然、

議員が先ほど御質問されたように、でき上がったものの所有権というのはどうす

るのか。その辺のところを協議会で今、協議しているという状況でございます。

その中で、今の状況はそういう話であると。 

 ただ、一つの、私自身の考え方というんですか、今回、先ほど議員のほうのあ

りましたように、昨年の５月に中部電力との協定書を結んだわけなんです。私の

場合には、この協定書がまずやっぱり基本になると思っています。 

 協定書の中身については、尾鷲市と中部電力が共存共栄なんです。それが２０

４８年のこれから２８年間、この協定書は生きているということを重視しながら、

いろいろ協議を進めていきたいと、このように思っております。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 
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６番（三鬼和昭議員） それでは、この問題についてちょっと聞きたいことがあと二

つほど残っております。 

 一つは、ゾーニングに関しまして、冒頭でもお話がありましたように、バイオ

発電であるとか広域ごみ処理施設が、これが現在の火力のところへつくるのと、

例えば私は希望的に思っているので、第２ヤードにつくるのによっては、かなり

ゾーニングが根底から違ってくるわけじゃないですか。 

 あと、若い人たちも、本市は大きな駐車場があって、大きな緑化公園とか、子

供たちを遊ばせたいということで、若い人たちの意見には、今の中電跡のところ

は、そういう工業的なものでなくて、緑化公園であるとか、スポーツ公園である

とかというところを欲しいという、若い子育てやっている方とか、町でウオーキ

ングとか楽しんでおる方は、そういった意見も多い中で、ゾーニングが変わって

くると思うんですね。 

 私は、委員会であったかどうかあったときに、今の点検用地するんだったら埋

め立てせんなんし、そこまで行くアプローチも長いこととらんなんで、そういう

よりかも第２ヤードのほうがいいのではないかということは、発言をしたことあ

るんですけど、それは、そういった言った、言わんは別にしてでも、早くそうい

った整備位置を決めていただくと、ゾーニングするときには、あれがまた全然ス

タートと違ってきてくると思うんですね。 

 例えば、ことしも古道センターで、おわせマルシェがあれで、公的な発表では

８,０００人の方が来たというけど、駐車場がなくてね。それと、今までも私、

全国尾鷲節コンクールなんかにもかかわってきたんですけど、あれは尾鷲青年会

議所さんが勉強として、地元の素材で、市外から人にたくさん来てもらおうとい

うことでやり始めて、５年間ぐらいはあそこの実践事業としてやったのを、それ

以降はやっぱり組織としては継続できないということで、私はそのときの当時の

自治連合会の会長をしておりまして、市民組織にしようということで手伝ってき

た経緯があるんですけど、これ、マルシェも、私、会議所の青年部のＯＢでもあ

りますけど、青年部としては長いことやれないと思うんですね。役員が変わると

きに、いろいろな青年部として活性事業をやって、これまででもイルミネーショ

ンであるとか、そういったいろんなものをやっていきますけど、長いこと続かな

い中では、こういったこともできるようなゾーニングの仕方とともに、この協議

会、先ほどの企業が入ってきたときに、中電さんのこの土地を、有償なのか、無

償なのかと１回目で聞かせていただきましたように、運営会社というか、いっそ
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のこと、協議会というか、商工会議所さんも、中電さんも、それから市も、参画

される企業の方々も入れて、まちづくり会社をつくって運営するほうが、こうい

った若い人たちのことも支えられるのではないか。 

 あそこの場所、先ほど市長の口からもドームの話もございましたように、そう

いったことを含めて催しものであるとか、こういったマルシェとかというのを地

元の若い人たちの経済に結びつけながら集客としてできる、その核となるような

運営会社、まちづくり会社にすればいいのではないかなと思うんですけど、協議

会の中ではそういったお話というか、協議はないんですか、どうなんですか。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

市長（加藤千速君） まず、ゾーニングの話でございますんですけれども、せんだっ

て、要するに広域ごみ処理施設をどっちにするのかということで、比較検討しな

がら決定するということも踏まえて、現状におきましては、今、そういうことも

含めた中で、あるいは十数種類のゾーニング計画をもう一度立て直しております。 

 それは、大きく変わるというよりも、移った場合にどうするのかと、今までの

分をどうやって充実していくのかというような話の中の議論を進めているという

ところでございます。 

 議員おっしゃったように、まず、やっぱり固定のものを早く決めないと次なる

ステップへ進みにくいというのは、私も非常によくわかっております。ですから、

それを、議員の提案の中で、要するに広域ごみとバイオの場所の設定ということ

については、やはりもう早く決めなきゃならないと、基本的には今年度中という

ような思いはあるんですけれども、それは思っています。そうすることによって、

これでもって産業の育成という、アクア、アグリとどういうふうにして結びつけ

ていくのかというような話になると思います。 

 一方では、さっきの話は非常に大いに参考になる話でございますんですけれど

も、もし第２ヤードのほうに広域ごみが移ったとすれば、当然のことながら、そ

ういう状況のもとであれば、あそこのところはエネルギー福祉になるんじゃない

かと私は思っております。 

 そうした場合には、エネルギー基地が中部電力跡地のほうに、当然それがなく

なるということは、要するに、さっきおっしゃっていました若い人たち、子供た

ち、それが一つの大きな話としては交流人口、これが高まるようないろんな施設

というものが。 

 先ほどの話にありましたおわせマルシェ、まさしく、これ、自分の自慢じゃな
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いんですけど、私、前の会社でアート手づくりフェアというのをやっていまして、

毎日毎日１０万人、３日間で、それを３回やって、１００万人近く、今、ブーム

でやっぱりすごいですよね。ああいう形の中で、ああいうイベントをやることに

よって交流人口をふやす。そのためにも場所はどうするのか、施設をどうするの

かということも、やっぱり十分それについては考えなければならないし、今でも

考えております。 

 そういった話の中で、まだ十分にお伝えできない、あるいはお諮りできないこ

とがあるんですけれども、徐々というのか、かなりは進んでいると思います。そ

の辺のところで、一応私の思いと、今の進め方について御報告させていただきま

した。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） ぜひごみ焼却施設の場所が決まれば、ゾーニングというのか、

今までして、集客というのかな、高速道路ができて尾鷲に寄っていただくという

ことを考えれば、現在の火力跡地が集客場になるということは大きな意味をなす

のではないか。駐車場もあります。大きくとれるわけですから、本市にとっては、

そういったところは一切ないですから、野球においても、運動場においても、車

を置くところがないという町ですから、ここで何かをやっても駐車場が足らない

という町ですから、そういった形のゾーニングをもう一遍検討できれば違うので

はないかなと思いますので、ごみの場所の決定についても、そういったことも含

めて賢明な御判断を願いたいと思います。 

 時間がちょっとなくなったもんで、そういった意味で、実は、財政を取り上げ

たのは、おわせＳＥＡモデル協議会の今、市長と話しておることを実現させるた

めに、やっぱり資金的なことも、中電さんも（聴取不能）と、市長が今の桟橋の

件では、競艇のところのことも持ち出しておりましたけど、市も何もしないとい

うわけにいかんと思うので、財政のことをちょっと考えてみました。 

 先ほど質疑であったりとか市長の答弁の中でも、若干努力していただいている

ことは理解できますけど、現在の遊休財産の処分であるとか、これってちょっと

一過性のものだと思うんですね。この１年、２年しか猶予がないと思うんです、

この８,０００万足らないというのは。８,０００万足らない中では、次年度はこ

の絵を描いたときには、まだ決算が発表されなかったですから、決算の繰越金が

２億どれぐらい出ましたからね。１年、２年の余裕は描けると思うんです。 

 でも、やっぱり少なくても５年ぐらいのスパンで、特にＳＥＡモデルが始まる
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までは、やっぱり計画的に市民の方にも理解していたいただきながらの財政健全

化策というのは大事だと思うんです。そういったことに対するお考えはどうなん

ですか、ないんですか、手がけておるんですか。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

市長（加藤千速君） おっしゃるとおりですね。 

 正直申しまして、前の行政常任委員会のことで、財政の見通しということにつ

いてお示しさせていただいて、要は、来年から財政５カ年の見通しを立てた場合

に、４年目、５年目は大変しんどいです。 

 その中で、５年間を何とか維持していくために、トータルで４億円、これが絶

対必要であるというお話はさせていただきました。それを毎年平均すれば８,０

００万ということでございますけれども、当然のことながら、市有財産の売却

云々等々については一過性のもの、一過性のものについても、５年間の中で幾ら

か入ってくるというような、その辺のところで、何とか何とか４億円という最低

数字、それと同時に、病院の高度医療機器というようなことも考えておりますの

で、そうすると、どれだけの資金がこの５年間で足りなくなってくるのかという

ことについても全部精査しております。 

 あとは、その対策をどうするのかというようなことになろうかと思いますんで

すけれども、当然のことながら、令和２年度の当初予算の編成と同時に、それと

同時に、やっぱり５カ年計画の財政計画というのをつくり上げていかなきゃなら

ないと思っておりますので、当然おっしゃるように、一過性のものではなくて持

続、継続するようなことも十分踏まえた上で、その辺のところを来年度になるま

で、今年度中に議会のほうにお示しさせていただきたいと、このように考えてお

ります。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） その辺については、基本的に、固定的に財政をやり繰りして

いくというのと、今の市長の話では、投資的なものというのは入っていない状態

でのお話になろうかと思うんですね。 

 でも、しかし、今のこのおわせＳＥＡモデルにしてでも、投資的なものも必要

が来るであろうと、また、防災対策にしても、本市は、防災タワー一つできてい

ないような状況ですから、そういったこともまた議論するときも出てくるのでは

ないかなとは感じるんです。 

 先ほどの病院のほうの質疑があって、先ほど市長が医療機器についてもお話し
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して、抜本的に整備したりとかするのは理解したいと思うんですけど、ない袖は

振れないということがあって、本年度、ちょっと触れさせて、病院の事務長にお

伺いしたいんですけど、今年度は黒字に転換したといっても、これ、経営努力じ

ゃないんですね。たまたま職員の方がやめたりとか、お医者さんがやめたりと、

経費が要らなくなったので利益に転じたということで、積極的な攻めで利益を出

したと、これ、攻めのままで行くと、当初予算では一緒の陣容でいくと赤字にな

ったわけですからね。 

 その医療プランの中でも、地域包括ケアとかＤＰＣをやるということは、それ

なりに御検討されて、攻めのあれでいくということで理解はしたいんですけど、

基本的な部分については、いったらここで一時なりにも減らしておりますけど、

もしこの前にされた電子カルテであるとか、大きな機器をすると、余剰資金で扱

うということで、収支にはあらわれませんけど、現金はやっぱり要りますよね。 

 その辺はもう少し大丈夫なのかどうかということも含めて、事務長に聞きたい

んですけど、計画は立てていただきましたけど、それが果たして、やっぱりこの

前の段階では、委員会では１０１億円ぐらい繰出金、繰入金が違っていましたけ

ど、やっぱり一般会計からの繰り出しを想定しないと、当初説明していただいた

運営というか、計画はできていないということなんです。見通しも含めて、どう

ですか。 

 それとあわせて、内科とか外科、外科のことは書いてありますけど、外科であ

るとか、整形、これ、お医者さんが変わったりとか、医師の人数が変わることに

よって変動すると思うんですけど、その辺の見込みとか、それは大丈夫なんです

か、どうなんですか。その辺、ちょっと御説明ください。 

議長（濵中佳芳子議員） 病院事務長。 

尾鷲総合病院事務長（河合良之君） 今後の施設、機器整備の見込みというところで

ございますけれども、非常に病院の施設については、医療機器でいけば２１億ぐ

らいの帳簿価格での機器を使用している中で、もう１７億程度の減価償却は済ん

でいるという中で、非常に老朽化しているという中で、診療機能を維持していく

には、どうしても一定額の投資が必要になるというところでございますので、施

設の改修やら医療機器の更新に当たっては、緊急性や優先順位、病院事業会計に

おける企業債の償還バランス等を踏まえて、計画的に行っていきたいというとこ

ろで病院事業会計としては考えておるところですけれども、施設の改修や医療機

器の更新に当たりましては、借り入れた企業債の償還に対して、元利償還額の２
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分の１を一般会計から繰り入れるという必要がありますので、その辺、しっかり

財政課のほうと協議して、一般会計の財政状況も踏まえて更新はしていきたいな

と思っておるところです。 

 あと、病院事業の残りの２分の１は病院事業会計のほうで負担していくという

ことになりますので、その分についても、今の新改革プランの中間案でお示しさ

せていただいた中間案では、更新計画に掲げた機器等を更新した上で、将来６年

間程度黒字の確保はしていけるというような状況は見込みを立てておるところで

すけれども、先ほど議員のほうから御指摘のあった医師の異動による増減という

のは、どうしても読み切れないところもありますので、その辺はしっかりと三重

大学等も協議しながら、医師を確保しながら、診療機能を維持しながら経営の健

全化に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） 医療改革をやっていただくで、これは建設的に受けとめたい

とは思うんですけれども、先ほど言いましたように、医師の数であるとか、診療

科の関係、あるいは、医療人口は目に見えて減っておりますので、その辺は慎重

に御検討した中で、一般会計がどこまで支えられるかということを踏まえまして、

計画を進めるなり何なりということは、議会にもそういったことを提示させてい

ただいて、お互いに執行部と議会と、そういった真摯な議論をし合いながら進め

るということで受けとめたいんですけど、その辺は市長、どうなんですか。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

市長（加藤千速君） さっきの高度医療にしても、病院の医療機器についてもいろん

な御意見はございます。要するに、俗にいう優先順位というのはどうしたらいい

かというような、そういう声で。優先順位がつくということは、どうしてもやっ

ぱり近い将来、それを更新していかなきゃならないという話なんですね。 

 そういったことも踏まえまして、我々としては、やはり今回の病院経営の新改

革プランというものを一応つくり上げたわけでございますけれども、当然、全て

そういうものについては、さっきおっしゃっていますように、どんどん人口は減

っていると、人口が減っていった中で、入院医療患者が何％ぐらい減るのか、あ

るいは外来医療患者がどれだけ減るのかと、そういうこともシミュレーションし

た結果、今回の新改革プランをつくらせていただいたわけなんですね。 

 それは高度医療器具というのを一応入れるということを前提にしながらやって

おりますので、その辺のところをもう一度、一般会計のほうとの精査も常にやっ
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ておりますので、最終的にはお示ししなきゃ、我々が提案させていただかなきゃ

ならないのは、時間も迫られております。ですから、それまでにはきちんと御説

明できるような形で対応させていただきたいと、このように考えております。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） 議会に示していただいて、新医療改革も立てまして、これは

プランということで受けとめてしたいんですけど、実行していくかどうかという

ことも含めて、やっぱり一番は、母屋は一般会計ですので、先ほど申しましたよ

うに、遊休財産であるとか、個人的に申し上げると、例えば副市長がかえられた

りとか、県から来ていただいておる課長さんがして、自前の課長さんでやってい

ただくとかということになったにしても、年間１,０００万、２,０００万程度の

話ですから、人件費でしたら、もう少しやっぱり抜本的な財政再建計画を示すと

市長は言いましたけど、やった上で、次の未来というのか、病院についても、私、

わからないでもないんです。 

 初めて議長になった平成１６年なんかは、ちょうど卒業医師の研修制度があり

まして、３人総合病院にいた産婦人科の先生が一人もいなくなるという事態で、

産婦人科自体は収益が出る部門じゃありませんでしたけど、やっぱりまちづくり

の中では、議会も当時の市長も、やはり産婦人科の先生は要るということで、そ

れから、やれ五千何百万円やる、何やるというけど、その１年の議長職というの

は、お医者さん探しの、市長とともに、産婦人科の先生探しの１年みたいな記憶

に残っておるので、まちづくりにおいて市長が今、高度医療についてもお考えし

ていただいておるのは間違いないと思っていますけど、私も議員になってから、

確かに平成十四、五年ぐらいの財政危機というのも、合併に頼るかとみんなが議

論した経緯もありますけど、今のちょっと危機もどこでどうなるんやろうなと、

議員を長いことしておって思うところがありますので、その辺は市長の公約であ

ったりとか、建設的な元気のいい言葉は理解しますけど、慎重に、あくまで市は

市民の皆さんのものですから、みんなでよいような結果を出したいと思っており

ますので、その辺は慎重に行っていただきたいと、進めていただきたいと思いま

すので、その辺について、もし市長の御意見がございましたらお願いして、最後

にしたいと思います。 

議長（濵中佳芳子議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 私は、病院経営というのをどう見るのかというようなまで、や

っぱりここの原点が必要だと思います。 
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 病院経営ですから、これはやはり、経営というものは、利益を出しながらいい

存続をしていかなきゃならないと、しかし、我々としては公立病院経営なんです

ね。そこに議員がおっしゃるような市民のためのまちづくりと。 

 ふだんの会議だったらスクラップ・アンド・ビルドで、もう真っ赤っかになっ

たらやめたらいいんですよ、経営のレベルの話では。しかし、我々としては、公

共のレベル、病院ですから、その辺のところはまちづくり、議員のおっしゃった

ような話もやっぱり考えながら、この病院経営というのを進めていかなきゃなら

ないと、私自身はそう思っています。 

 ですから、今回の場合についても、たまたま予想では８００万強の利益が一応

計上されて、金額的には１億８,０００万もの予算よりも改善されるような予定

になっておりますけど、それは持っていかなきゃならないですけど、ただ、今回

の場合を見てみても、やはり縮小均衡的な面が多いと。 

 だから、要するに売り上げが、収益が下がったとしても、経費がそれ以上に下

がったのでプラスになったと、俗にいう縮小均衡ですね、こういう要素もあるけ

れども、これが市民の皆さん、まちづくりといった面でどうなのかということも

考えていかなきゃならないと思っておりますので、これは両立てで考えていく必

要があると私自身は思っております。 

議長（濵中佳芳子議員） ６番、三鬼議員。 

６番（三鬼和昭議員） 病院であるとか水道は事業会計ですから、そういった収入を

見込みで予算を立てられますけど、一般会計におきましては、歳入見込みがなか

ったら歳出をつくれないという現状がございますので、冒頭で御説明させていた

だきましたように、一般会計がほとんどの関連、特別会計、事業会計を支えてお

るという部分、水道以外は、ということがあります。 

 水道にしてでも、まだまだインフラ整備がやれていない中で、次のときのもし

水道料金をするときには、そういった方向性もきちっと描いていただかなくちゃ

いけないとは思うんですけど、そういったことを市民の皆さんに理解してもらえ

るからこそ、事業会計の部分においては値上げとかもできるんですけど、病院に

ついては制度の中でやっていますので、値上げとかそういうのはできないという

状態で支えなくちゃいけないということがありますので、一般会計を慎重に再建

していただくというのか、我々もそういったことには耳を傾け、協調しなくちゃ

いけないということはするつもりですけど、そういったことをお願いしまして、

終わりたいと思います。 
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議長（濵中佳芳子議員） 以上で、本日の一般質問は打ち切り、あす１０日火曜日午

前１０時より続行することにいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１１時４６分〕 
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